
灯浮標の一時移設について

関門航路の維持浚渫に伴い、下記航路標識が一時移設されましたのでお知
らせします。付近航行の際は注意して下さい。

記

【一時移設】
標識名 関門航路第三十号灯浮標
灯質 単せん赤光 毎３秒に１せん光
移設位置 北緯 33-56-24.2

東経 130-56-34.9
（正規位置の36度方向320メートル）

移設日 令和５年１０月６日
復旧予定 令和５年１１月下旬

令和５年３月１日（水）
門司海上保安部 交通課
℡ ０９３－３２１－１４８
１

関門航路第十号灯浮標

【移設後位置】
関門航路第三十号灯浮標

【正規位置】


